
境港市ユスリカ・ハエ捕虫器貸出要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内にある住居又は店舗等に、紫外線等によってユスリカやハエを誘

引して補虫または殺虫する器具（以下「捕虫器」という。）を貸出すことにより、ユスリカや

ハエによる被害軽減を図ることを目的とする。 

（貸出対象者） 

第２条 捕虫器の貸出対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）市内にある住居または店舗等に捕虫器を設置し、ユスリカやハエによる被害を防止し、

又は軽減しようとする者 

（２）捕虫器の貸出しを受けた場合に、捕虫器について良好な管理をし、近隣の生活安全上

支障がない方法で使用しようとする者 

（貸出申込） 

第３条 捕虫器の貸出しを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、ユスリカ・ハエ捕虫

器貸出申込書（様式第１号）に身分を証明できるもの（運転免許証等）の写しを添付して

市長に提出するものとする。 

２ 市長は前項の規定により申込みがあったときは、当該申込内容を審査し、貸出しが適当と

認められる場合は、申請者に捕虫器を貸出すものとする。 

（貸出期間） 

第４条 捕虫器の貸出期間は、貸出しを受けた日から４週間以内とする。ただし、市長が特別

の事情があると認めたときは、この限りでない。 

（貸出台数及び使用場所） 

第５条 捕虫器の貸出台数は、１世帯または１法人あたり最大２台とし、その使用場所は、貸

出しを受けた者（以下「借受者」という。）の市内にある住居または店舗等とする。 

（費用負担） 

第６条 捕虫器の貸出しは、無料とする。ただし、捕虫器の運搬、設置、使用時の乾電池また

は電気使用料、捕虫器の固定に要する資機材の費用等は借受者の自己負担とする。 

（借受者の責務） 

第７条 借受者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。 

（１）捕虫器を善良な管理者の注意義務をもって管理すること。 

（２）捕虫器を貸出しを受けた目的以外に使用しないこと。 

（３）捕虫器の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。 

（４）捕虫器を滅失又は毀損しないよう使用すること。 

（５）捕虫器を使用した後は、清掃すること。 

（６）捕虫器の貸出期間を厳守すること。 

（７）その他市長が指示した事項を遵守すること。 



（返還） 

第８条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに捕虫器を市に返還しな

ければならない。 

（１）捕虫器の貸出期間が経過したとき。 

（２）第２条に規定する貸出しの要件を満たさなくなったとき。 

（３）この要綱に違反したとき。 

（損害賠償） 

第９条 借受者の責めに帰すべき理由により、捕虫器を毀損し、又は滅失したときは、借受者

は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由

があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。 

２ 捕虫器の使用により、借受者が被った損害及び借受者が第三者に与えた損害に関して

は、借受者がその責任を負うものとする。 

（市長の指示） 

第１０条 市長は、借受者に対し、捕虫器の貸出しについて必要な指示をすることができる。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年６月１日から施行する。 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

ユスリカ・ハエ捕虫器貸出申込書 

 

 年   月   日 

  境港市長  様 

 

申請者  住    所 

                                                  氏    名 

                                                  電話番号 

 

境港市ユスリカ・ハエ捕虫器貸出要綱第３条の規定により、ユスリカ・ハエ捕虫器（以下「捕虫器」

という。）の貸出しを受けたいので、下記のとおり申し込みます。 

 

記 

 

設置予定場所 境港市 

設置予定期間    年   月   日  ～     年   月   日 

希望台数 台 

   なお、貸出しに当たっては、以下の事項を誓約します。 

      （１）捕虫器を善良な管理者の注意義務をもって管理します。 

（２）捕虫器を貸出しを受けた目的以外には使用しません。 

（３）捕虫器の権利を譲渡又は転貸は行いません。 

（４）捕虫器を滅失又は毀損しないように使用し、誤って滅失又は毀損させた場合は、市長が相当

と認める額を弁償します。 

（５）捕虫器を使用した後は、清掃し返却します。 

（６）捕虫器の貸出期間を厳守します。 

（７）捕虫器の使用に起因して生じた諸問題は、自身の責任において解決します。 

（８）その他市長が指示した事項を遵守します。 

［市記入欄］ 

 ・貸出時 

添 付 書 類 ・運転免許証 ・個人番号カード ・その他（           ） 

ユスリカ・ハエ捕虫器番号 №           №       

 ・返却時 

返 却 日        年   月   日 

異常の有無 有（                ）  ・ 無 

 


